
【別冊】弁当業務 様式集                                    

１．弁当引換時の確認⽅法について                                       

（１）斡旋弁当                                                            
   引換対象者は「斡旋弁当申込 登録確認書」を持参されるので、弁当受付係員はリストと照合し、弁当の引

換を⾏う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①前後の 3 桁を除く 7 桁＝個⼈ ID 
または 

 代表者⽒名         を確認               

（表⾯） 

②競技名を確認 

③申込欄もしくは、 
裏⾯の引換券の
⽇付・個数を確認 

（裏⾯） 

申込なしの場合もあるので注意 



●「弁当受付係員⽤リスト」・・・⽇毎に出⼒される 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●「弁当受付係⻑⽤リスト」（係⻑のみ）・・・期間中の全⽇程のリスト 

ベースの内容は上記の係員リストと同じだが、係⻑⽤のリストには、弁当申込時に登録された携帯番号が表⽰
される。個⼈情報となるので、外部に漏れることのないよう、係⻑で保管すること。 

 
●斡旋弁当申込登録確認書の 紛失・発⾏忘れ  があった場合 
  原則、登録確認書を確認して弁当の引換を⾏うが、登録確認書の紛失・発⾏忘れがあった場合は、弁当受

付係⻑の⽅で対応を⾏うこと。 
 ・引換に来た⼈のＡＤカードを確認し、①登録確認書が無い理由 ②区分 ③引換者の⽒名 ④所属、都道

府県 ⑤連絡先 を「弁当引換券 紛失・発⾏忘れ等 対応記録表」記⼊してもらう。 
 ・申し込んだ⼈が引換に来るとは限らないので、その場合は、⾃分の情報と申込時登録者の情報を記載してもらう。

⇒確認のため、なるべく多くの情報を記載してもらう。確認が取れたら、弁当を引き換える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斡旋弁当登録確認書(①〜③)と弁当受付係員⽤リスト(①〜②)を照合し、 
確認が取れたらお渡し OK 

①個⼈ ID 

もしくは代表者⽒名を確認 

②数量と⾦額が⼊っていることを
確認する 

弁当係⻑は確認が取れたら、 
引換個数・時間・個⼈ ID を 
記⼊し、引換を⾏う。 



（２）⽀給弁当                                                            
  引換対象者は「弁当引換券」を持参されるので、枚数に応じて引換を⾏う。 
  引換券紛失の場合は、名前を確認(競技役員の〇〇様など)し、実施本部競技担当へ確認を⾏う。 
  ※引換券は、曜⽇によって⾊が変わる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）係員弁当                                                            
   引換対象者は「弁当引換券（名前⼊り）」を持参されるので、名簿と照合し、引換を⾏う。 
   引換券紛失の場合は、名前を⾔ってもらい、名簿で確認できたら引き渡す。 

※⽀給弁当と係員弁当は、同じ弁当だが、こちらは⽒名欄がある。 
※引換券は、曜⽇によって⾊が変わる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．弁当引換にかかる記録様式について                                     

  弁当引換所管理責任者(＝弁当受付係⻑)は、弁当の納品から引換えに関する事項について、「弁当の引換記 
録表」(参考様式第 8 号)により記録する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・競技名、⽇付を確認する。 

・競技名を確認する。 
・係員弁当は、係員名簿で名前を確 
認する。 



３．衛⽣管理状況の記録                                             

  弁当引換所管理責任者(＝弁当受付係⻑)は、⾷品衛⽣⾃主管理記録表(参考様式第５号)により、衛⽣管 
理状況を毎⽇点検し、記録すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．その他                                                       

（１）引換⽤の各リストについて                                                        
  ・引換対象者のリストは破棄せずに、最終⽇に実施本部競技担当へ渡すこと。 
 
（２）弁当業者の遅延対応について                                                
  ・弁当業者の到着が遅れる場合は、弁当業者→実施本部競技担当へ連絡が⼊る。弁当受付係は、実施本部

からの連絡を待つこと。 
・緊急連絡先として、弁当受付係⻑のみ「弁当調達に関する業務を⾏う委託業者（JTB）・弁当業者」の連絡
先を保管しておくこと。 

 
（３）弁当の余り・ガラについて                                                    
  ・引換時間の 13 時 30 分を過ぎても弁当が余っている場合は、弁当受付係から実施本部に個数を報告し、指⽰

を仰ぐ。（弁当受付係の独断で、破棄や引換対象者以外への配布はしないこと。） 
  ・容器を返却された際は、弁当ガラとお茶パックを分別すること。 
 
 
 
 


